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研究成果の概要（和文）：暴力・貧困・社会的排除の脅威に晒された脆弱な子どもへアプローチするとき「子ど
もの安全保障」の視角が有効である。第1は「子どもの権利」に基づき、権利保持者である子どもが剥奪された
権利を請求できるようなエンパワーメントと、子どもの権利条約の締約国が義務を履行できるような政府の能力
強化である。第2に「恐怖からの自由」へ向けて、子どもを暴力から保護するために、二つの選択議定書を基盤
とした平和の探求である。第3に「欠乏からの自由」へ向けて、子どもが貧困から抜け出せるように、持続可能
な開発目標の達成である。最後に、すべての子どもが「尊厳をもって生きる自由」を享受できるインクルーシブ
社会をつくることである。

研究成果の概要（英文）：The perspective of "human security of children" is useful in approaching 
vulnerable children facing multiple threats of violence, poverty and social exclusion. First, based 
on children's rights, children as rights-holders should be empowered so that they can claim their 
deprived rights, and the government of the signatory countries of the Convention of the Rights of 
the Child (CRC) needs to build its capacities as a duty-bearer to domestically implement the CRC. 
Second, towards "freedom from fear," children should be protected from violence to achieve peace, 
guided by the Optional Protocols of the CRC. Third, towards "freedom from want," the Sustainable 
Development Goals (SDGs) need to be achieved so that children can get out of poverty. Fourth, for "
human security of children," it is important to create inclusive society, in which all children will
 be able to enjoy their right to live in freedom and dignity.

研究分野： 開発研究（人間開発）、国際人権論（子どもの権利）、人間の安全保障、グローバル・ガバナンス

キーワード： 人間の安全保障　子どもの権利　子どもへの暴力　子どもの保護　人間開発　恐怖からの自由　欠乏か
らの自由　国際人権
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１．研究開始当初の背景 
(1)  「人間の安全保障（human security）」
の概念は，国連開発計画『人間開発報告書
1994 年』を契機に，「国家の安全保障」を補
完する概念として国際社会で知られるよう
になり，政策的にも理論的にも活発に議論さ
れてきた．2012 年 9月の国連総会決議で，「保
護する責任」と明確に区別されたのち，「人
間の安全保障」の定義について政策的な合意
がみられた．理論的な研究では，いまだに多
様な議論があるが，国連加盟国による合意を
踏まえ，今後はある程度の収斂が進むと思わ
れた． 
 
(2)  研究代表者は，大学教員になる前に，
国連児童基金（UNICEF）職員として，子ども
の権利の実現へ向けた政策的および実践的
な事業に従事していた．メキシコ，パキスタ
ン，アフガニスタンなどのフィールドで，子
ども兵士，児童労働，子どもの商業的性的搾
取，ポリオやマラリアなどの感染症，女子か
らの教育アクセスの剥奪などの問題に取り
組んだ．その現場での経験から，脆弱な立場
に置かれた子どもが直面する脅威は複合的
であることを痛感し，人権・平和・開発の三
つの領域を統合的にとらえる学際的なアプ
ローチが必要だと認識するようになった． 
 
２．研究の目的 
(1)  この研究の目的は，「子どもの安全保
障」学（child security studies）を構築す
ることであった．これまでの「人間の安全保
障」をめぐる政策的および理論的な発展を踏
まえたうえで，人権・平和・開発という三つ
の領域を統合的にとらえる学際的なアプロ
ーチを用い，子どもの安全という課題を分析
するためのモデルを提示しようとした． 
 
(2)  そして，そのモデルの有効性を実証的
に検討するために，国際的な文脈において子
どもたちが直面する複合的な脅威を事例と
して取り上げて，その脅威の現状を把握した
のち分析すると同時に，とくに脆弱な立場に
置かれた子どもたちの生活環境を分析した．
そして，脅威そのものを軽減するための保護
戦略と，脅威に対峙する子どもたちの能力を
強化するためのエンパワーメント戦略を政
策的に位置づけた． 
 
３．研究の方法 
(1)  叩き台として，以下のような「子ども
の安全保障」モデル（私案）を例示した．こ
のモデル案について，連携協力者や研究協力
者と一緒に初期的なブレインストーミング
を行った．同時に，このモデルの有効性を実
証的に検証することへ向けて，人権・平和・
開発の三つの領域から複数の事例を選択し
た．こうした個々の事例ごとに「子どもの安
全保障」モデルを用いながら，連携研究者と
共同研究を開始した．また，フィールドに精

通した国際機関や NGO の実務者に，研究協力
者として，現場での具体的な実践を報告して
もらった． 
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(2)  人権・平和・開発の三つの領域におい
て，それぞれの領域における事例研究を総合
しながら，「子どもの安全保障」モデルの有
効性を検討した．それと同時に，三つの領域
にまたがるような総括的な意見交換を行い，
研究成果を「子どもの安全保障」学としてま
とめるための準備を行った． 
 
(3)  研究会を定期的に開催し，代表者，連
携研究者，研究協力者のいずれか数名が報告
し，参加者全員で意見交換を行った．個々の
事例の研究が進むにつれて，代表者と連携研
究者は，その中間発表や最終発表を国内外の
学会で行い，そこでのコメントを踏まえて，
完成度を高めていった． 
 
(4)  早稲田大学アジア太平洋研究センター
に設置済みの「開発と人権」研究部会を研究
拠点とした．「開発と人権」研究部会では，
２４年度の研究テーマを「子どもの安全保障
（human security of children）」としてお
り，すでに研究会をスタートさせていた． 
 
４．研究成果 
(1)  「人間の安全保障」の概念の整理を行
った。Japan Association for Human Security 
Studies 3rd annual conference で 、
Operationalizing the concept of human 
security in an era of sustainability と題
して発表したほか、国際人権法学会 2014 年
度研究大会で、「人間の安全保障へ向けた欠
乏からの自由」と題して発表した。また、『国
際保健医療学（第 3 版）』の第 I 部第 9 章と
して「人間の安全保障」を分担執筆した。 
 
(2)  人権の領域に関連した脆弱な子どもに
ついては、人権レジームと、子どもの商業的
性的搾取に焦点を絞って研究を進めた。人権
レジームに関する研究成果は、アジア国際法
学会日本協会第4回研究大会においてGlobal 
and regional institutionalization of 
human rights in ASEAN and East Asia と題
して発表したほか、『グローバル・ガヴァナ
ンス論』、『持続可能社会への転換と法・法律



学』、「ASEAN 人権宣言〜採択の背景と今後の
課題」を執筆した。次に、子どもの商業的性
的搾取に関する研究成果は、『国際関係のな
かの子どもたち』の第 13 章として「子ども
買春・人身取引・児童ポルノ」を分担執筆し
た。 
 
(3)  平和の領域に関連した脆弱な子どもに
ついては、武力紛争の影響下にある子どもに
焦点を絞って研究した。武力紛争下の子ども
に関する研究成果は、シンポジウム「シリア
危機〜失われた世代にしないために」におい
て「武力紛争下における子どもへの人道支
援」と題して発表したほか、日本国際文化学
会第 15 回全国大会で、「紛争下の子どもへの
人道支援〜国際規範と文化」と題して発表し
た。 
 
(4)  開発の領域に関連した脆弱な子どもに
ついては、日本国際連合学会 2013 年度研究
大会において、「国際開発レジームと正義」
と題して発表した。次に、教育と貧困という
視点から、Academic Council of the United 
Nations System 2016 annual meeting で、
Education as the engine of human rights, 
sustainable development and global 
citizenship と題して発表したほか、『HIV／
エイズと教育政策』を翻訳し、解説をつけた。
さらに、健康と貧困という視点から、西アフ
リカのギニアにおいてエボラ出血熱への対
応についてフィールド調査を行い、国内外
（アメリカ合衆国、英国、スイス、オースト
ラリア、中国、タイなど）の学会で発表した。
そして、Challenges in achieving the health 
Sustainable Development Goal: Global 
governance as an issue for the means of 
implementation や Ebola virus disease 
outbreak in Guinea in 2014: Lessons learnt 
for global health policy などの論文が掲載
された。 
 
(5) 「人間の安全保障」の概念の子どもへ
の応用としての「子どもの安全保障」学の構
築へ向けて、一定の成果があった。「子ども
の安全保障」の考え方については、『（新版）
国際協力論を学ぶ人のために』の第 15 章と
して「国際協力における子どもを考える」を
分担執筆したほか、『人間存在の国際関係論
～グローバル化のなかで考える』の第 9章と
して「子どもの権利と子どものための国際レ
ジーム」を分担執筆した。今後の計画として
は、「子どもの安全保障」学として一冊の図
書を刊行することへ向けて、脆弱な立場に置
かれた子どもが直面する複合的な脅威に関
する研究を進めていく。その際、人権・平和・
開発の三つの領域における複合的な脅威を
統合的にとらえる学際的なアプローチにつ
いて、脅威そのものを軽減するための保護戦
略と，脅威に対峙する子どもたちの能力を強
化するためのエンパワーメント戦略をこれ

まで以上に具体的に分析していきたいと考
えている。 
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